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各種基準に係る官報訂正について 

 

 

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準 

（官報訂正後・抜粋） 

 

（以上略） 

（利用定員） 

第三十七条 （略） 

２ 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の種類及び当該特定地域型保育の種類に係る特

定地域型保育事業を行う事業所（以下「特定地域型保育事業所」という。）ごとに、法第十

九条第一号項第三号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員（事業所内保育事業を行う

事業所にあっては、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準第四十二条の規定を踏ま

え、その雇用する労働者の監護する小学校就学前子どもを保育するため当該事業所内保育事

業を自ら施設を設置して行う事業主に係る当該小学校就学前子ども（当該事業所内保育事業

が、事業主団体に係るものにあっては事業主団体の構成員である事業主の雇用する労働者の

監護する小学校就学前子どもとし、共済組合等（児童福祉法第六条の三第十二項第一号ハに

規定する共済組合等をいう。）に係るものにあっては共済組合等の構成員（同号ハに規定す

る共済組合等の構成員をいう。）の監護する小学校就学前子どもとする。）及びその他の小

学校就学前子どもごとに定める法第十九条第一項第三号に掲げる小学校就学前子どもに係

る利用定員とする。）を、満一歳に満たない小学校就学前子どもと満一歳以上の小学校就学

前子どもに区分して定めるものとする。 

 

（略） 

（特定教育・保育施設等との連携） 

第四十二条 （略） 

２ 居宅訪問型保育事業を行う者は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準第三十七

条第一号に規定する乳幼児に対する保育を行う場合にあっては、前項本文の規定にかかわら

ず、当該乳幼児の障害、疾病等の状態に応じ、適切な専門的な支援その他の便宜の供与を受

けられるよう、あらかじめ、連携する障害児入所支援施設（児童福祉法第四十二条に規定す

る障害児入所施設をいう。）その他の市町村の指定する施設（以下この項において「居宅訪

問型保育連携施設」という。）を適切に確保しなければならない。ただし、離島その他の地

域であって、居宅訪問型保育連携施設の確保が著しく困難であると市町村が認めるものにお

いて居宅訪問型保育を行う居宅訪問型保育事業者については、この限りでない。 

（略） 
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（利用者負担額等の受領） 

第四十三条 （略） 

２ （略） 

３ （略） 

４ 特定地域型保育事業者は、前三項の支払を受ける額のほか、特定地域型保育において提供

される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の額の支払を支給認定保護者から受

けることができる。 

一 日用品、文房具その他の特定教育・保育特定地域型保育に必要な物品 

（略） 

 

（定員の遵守） 

第四十八条 特定地域型保育事業者は、利用定員の定員を超えて特定地域型保育の提供を行っ

てはならない。ただし、年度中における特定地域型保育に対する需要の増大への対応、法第

三十四四十六条第五項に規定する便宜の提供への対応、児童福祉法第二十四条第六項に規定

する措置への対応、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

 

（以下略） 

 

附 則 

（略） 

（特定保育所に関する特例） 

第二条 特定保育所（法附則第六条第一項に規定する特定保育所をいう。以下同じ。）が特定

教育・保育を提供する場合にあっては、当分の間、第十三条第一項中「（法第二十七条第三

項第二号に掲げる額（特定教育・保育施設が」とあるのは「（当該特定教育・保育施設が」

と、「定める額とする。）をいう。）」とあるのは「定める額をいう。）」と、同条第二項

中「（法第二十七条第三項第一号に規定する額」とあるのは「（法附則第六条第三項の規定

により読み替えられた法第二十八条第二項第一号に規定する内閣総理大臣が定める基準に

より算定した費用の額」と、同条第三項中「額の支払を」とあるのは「額の支払を、市町村

の同意を得て、」と、第十九条中「施設型給付費の支給を受け、又は受けようとしたとき」

とあるのは「法附則第六条第一項の規定による委託費の支払の対象となる特定教育・保育の

提供を受け、又は受けようとしたとき」とし、第六条及び第七条の規定は適用しない。 

２ （略） 

（施設型給付費等に関する経過措置） 

第三条 （略） 

２ 特定地域型保育事業者が法第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当す

る支給認定子どもに対して特別利用地域型保育を提供する場合においては、当分の間、第四

十三条第一項中「法第三十条第二項第二号に規定する市町村が定める額」とあるのは「法附

則第九条第一項第三号イ（１）に規定する市町村が定める額」と、同条第二項中「法第三十

条第二項第二号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現

に当該特別利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用地域型保育

に要した費用の額）」とあるのは「法附則第九条第一項第三号イ（１）に規定する内閣総理
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大臣が定める基準により算定した額（その額が現に当該特別利用地域型保育に要した費用を

超えるときは、当該現に特別利用地域型保育に要した費用の額）及び同号イ（２）に規定す

る市町村が定める額」とする。 

 

（以下略）
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家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 

（官報訂正後・抜粋） 

 

（以上略） 

（保育所等との連携） 

第六条 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業を行う者（以下「居宅訪問型保育事業者」

という。）を除く。以下この条、第七条第一項、第十四条第一項及び第二項、第十五条第一

項、第二項及び第五項、第十六条並びに第十七条第一項から第三項までにおいて同じ。）は、

利用乳幼児に対する保育が適正かつ確実に行われ、及び、家庭的保育事業者等による保育の

提供の終了後も満三歳以上の児童に対して必要な教育（教育基本法（平成十八年法律第百二

十号）第六条第一項に規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。第三号にお

いて同じ。）又は保育が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項に係る連携協力を行う保

育所、幼稚園又は認定こども園（以下「連携施設」という。）を適切に確保しなければなら

ない。ただし、離島その他の地域であって、連携施設の確保が著しく困難であると市町村が

認めるものにおいて家庭的保育事業等（居宅訪問型保育事業を除く。第十六条第二項第三号

において同じ。）を行う家庭的保育事業者等については、この限りでない。 

一 （略） 

二 （略） 

三 当該家庭的保育事業者等により保育の提供を受けていた利用乳幼児（事業所内保育事業

（法第六条の三第十二項に規定する事業所内保育事業をいう。以下同じ。）の利用乳幼児

にあっては、第四十一条第四十二条に規定するその他の乳児又は幼児に限る。以下この号

において同じ。）を、当該保育の提供の終了に際して、当該利用乳幼児に係る保護者の希

望に基づき、引き続き当該連携施設において受け入れて教育又は保育を提供すること。 

 

（略） 

（準用） 

第四十八条 第二十四条から第二十六条まで及び第二十八条の規定は、小規模型事業所内保育

事業について準用する。この場合において、第二十四条中「家庭的保育事業を行う者（次条

及び第二十六条において「家庭的保育事業者」という。）」とあるのは「小規模型事業所内

保育事業を行う者（第四十八条において準用する次条及び第二十六条において「小規模型事

業所内保育事業者」という。）」と、第二十五条及び第二十六条中「家庭的保育事業者」と

あるのは「小規模型事業所内保育事業者」と、第二十八条柱書き中「小規模保育事業所Ａ型」

とあるのは「小規模型事業所内保育事業所」と、同条第一号中「小規模保育事業所Ａ型」と

あるのは「小規模型事業所内保育事業所」と、「調理設備」とあるのは「調理設備（当該小

規模型事業所内保育事業所を設置及び管理する事業主が事業場に附属して設置する炊事場

を含む。第四号において同じ。）」と、同条第四号中「（法第六条の三第十項第二号」とあ

るのは「法第六条の三第十二項第二号」と、「次号」とあるのは「第四十八条において準用

する第二十八条第五号」とする。 

 

附 則 
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（施行期日） 

第一条 この省令は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合

的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関す

る法律（平成二十四年法律第六十七号）の施行の日から施行する。 

（食事の提供の経過措置） 

第二条 この省令の施行の日の前日において現に存する法第三十九条第一項に規定する業務

を目的とする施設若しくは事業を行う者が、施行日後に家庭的保育事業等の認可を得た場合

においては、この省令の施行の日から起算して五年を経過する日までの間は、第十五条、第

二十二条第四号（調理設備に係る部分に限る。）、第二十三条第一項本文（調理員に係る部

分に限る。）、第二十八条第一号（調理設備に係る部分に限る。）（第三十二条及び第四十

八条において準用する場合を含む。）及び第四号（調理設備に係る部分に限る。）（第三十

二条及び第四十八条において準用する場合を含む。）、第二十九条第一項本文（調理員に係

る部分に限る。）、第三十一条第一項本文（調理員に係る部分に限る。）、第三十三条第一

号（調理設備に係る部分に限る。）及び第四号（調理設備に係る部分に限る。）、第三十四

条第一項本文（調理員に係る部分に限る。）、第四十三条第一号（調理室に係る部分に限る。）

及び第五号（調理室に係る部分に限る。）、第四十四条第一項本文（調理員に係る部分に限

る。）並びに第四十七条第一項本文（調理員に係る業務に限る。）の規定は、適用しないこ

とができる。 

 

（略） 

 （小規模保育事業Ｂ型等に関する経過措置） 

第四条 （略） 

 

（以下略） 
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（仮称）「東久留米市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（素案）の内容について 

（官報訂正後・抜粋） 
 

項目 

（国の基準の

条番号） 

国の基準 
区分 

（従う・参酌） 
市の基準案 

 

小規模保育事

業Ｂ型等に関

する経過措置 

（附則第 4 条） 

 

国基準の第３１条及び第４７条の規定の適用については、第２３条の２に規定する家庭的保育者

又は同条の３に規定する家庭的保育補助者は、この省令の施行の日から起算して五年を経過する日

までの間、第３１条の１及び第４７条の１に規定する保育従事者とみなす。 

 

従うべき基準 

 

国基準のと

おり 
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放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準 

 （官報訂正後・抜粋） 

 

 
（以上略） 

（職員） 

第十条 （略） 

２ （略） 

３ （略） 

４ （略） 

５ 放課後児童支援員及び補助員は、支援の単位ごとに専ら当該支援の提供に当たる者でなけ

ればならない。ただし、利用者が二十人未満の放課後児童健全育成事業所であって、放課後

児童支援員のうち一人を除いた者又は補助者補助員が同一敷地内にある他の事業所、施設等

の職務に従事している場合その他の利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。 

 

（以下略） 
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（仮称）「東久留米市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」（素案）の内容

について                             

（官報訂正後・抜粋） 
 

項目 

（国の基準の条

番号） 

 

国の基準 
区分 

（従う・参酌） 

 

市の基準案 

職員 

（第 10条） 

 

 

 

１ （略） 

２ （略） 

３ （略） 

４ （略） 

５ 放課後児童支援員及び補助員は、支援の単位ごとに専ら当該支援の提供に当たる

者でなければならない。ただし、利用者が２０人未満の放課後児童健全育成事業所

であって、放課後児童支援員のうち１人を除いた者又は補助者補助員が同一敷地内

にある他の事業所、施設等の職務に従事している場合その他の利用者の支援に支障

がない場合は、この限りでない。 

１～３＝従うべ

き基準 

 

４＝参酌すべき

基準 

５＝従うべき基

準 

国基準のとおり 

 

 

 


